
住宅リフォーム事業者団体登録制度に
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日本木造住宅耐震補強事業者協同組合
（略称：木耐協）

令和６年１２月時点



0.団体概要（組織体制）

・日本木造住宅耐震補強
事業者協同組合

（略称：木耐協）

・1998年7月設立
・1999年3月協同組合化
・〒102-0083

東京都千代田区麹町2-2-31
麹町サンライズビル4階

・団体への入会基準
1. 資本金3億円未満かつ従業員数300人未満であること
2. 建築士が在籍していること
3. 建築士事務所の登録又は建設業の許可を受けていること
4. 建築工事を行っている場合は、

工事賠償責任保険に加入していること
5. 組合の指定研修を受講すること
6. 組合の倫理憲章及び倫理綱領に同意すること
7. 暴力団等反社会的勢力ではないこと

＜団体概要＞

当組合は、既存木造住宅の耐震化推進を目的として、事業者に
対する耐震診断・補強の教育研修、ならびに消費者への普及啓
発活動を目的として事業を行います

＜理事会・委員会等＞

理事会、倫理向上委員会、技術向上委員会



１.構成員に対する研修その他の人材育成

<人材育成計画>

開催頻度概要タイトルNo.

eラーニング4期
対面2回/年

耐震診断及び耐震補強の基本となる（一財）日本建築防災協会の「木造住宅の
耐震診断と補強方法」における一般診断法を研修。丸一日の講習の後に考査
試験を実施し、合格者にのみ有期の「耐震技術認定者証」を発行し、更新制。
木耐協としての耐震診断実施者に必須の資格。

耐震技術認定者講習会1

4回/年
消費者の防災への意識が高まるなか、防災・耐震に関する啓発を目的として4
回開催。講師には毎回、防災・地震の専門家1名と、他分野の専門家1名をお迎
えしている。4/20（土）は300名、6/22（土）は150名が聴講。今後は9/7（土）と
10/26（土）に開催予定。

消費者向け
オンラインセミナー

2

WEB研修
（新規加入者
必須）

組合理念、方針、目的等の共有を図るとともに、耐震事業に取り組む上で必要
な地震や耐震等に関する知識・技術について研修する。また、消費者対応に関
するマナーや注意点、見積書・契約書の重要性、工事保険や瑕疵保険の概要
など、消費者対応上で知っておくべきポイントについて研修する。住宅リフォー
ム事業者登録団体構成員として必要な要件等の確認も行う。新規加盟者の必
須研修。

導入基本研修会3

WEB研修
現地調査の流れ、調査項目、消費者への説明事項、現地調査票の記入方法な
ど、耐震診断に必要な知識について研修。さらに、診断結果から効率的に補強
設計を行うための考え方やポイントなどを研修する。また、住宅リフォーム事業
者登録団体構成員として必要な要件等の確認も行う。

耐震診断・補強設計研修会4



１.構成員に対する研修その他の人材育成

<人材育成計画>

開催頻度概要タイトルNo.

2回/年
実際の木造在来住宅を使用し、耐震診断時の流れや調査項目、判断基準等を
具体的に研修する。さらに耐震診断ソフトの操作方法も研修し、診断結果報告書
や補強設計提案書の作成が行えるようにする。

耐震事業現地研修会5

1回/年毎年1月に全国の組合員や関係団体等が集まって開催する大会。地震・防災の
専門家や、様々な業界の第一人者を招いて講演いただく。全国大会6

1回/年
政策動向、リフォーム瑕疵保険、耐震、防災、デザイン・トレンドなど、リフォーム
業に関連するテーマで開催。今年度は2日の研修会として、テーマを分けて開催
する。

真夏の研修会7

8回/年事務局からの情報提供だけでなく、地域の組合員の紹介や情報交換等を通じて
交流も深めるミーティングを開催。今年度は8ヶ所での開催を予定。エリアミーティング8

全6回YKKAPが運営する「性能向上リノベの会」と連携することにより、同会が開催して
いるリノベーションにおける断熱を学ぶ研修会を木耐協でも受講可能となった。リノベーション断熱塾 基本編9

1回/年
性能向上リノベの会が開催する、住宅のエネルギー消費削減を目指した「自立
循環型住宅」の設計・効果推計時のノウハウを学ぶ講習会。省エネ設計に関す
るスキルアップを図る。

自立循環型住宅への
設計ガイドライン講習会

10



2.相談窓口の体制等

・名称：相談窓口

・連絡先：0120-224-293

・対応時間：9：00～17：00 （土・日・祝祭日除く）

・相談窓口の体制と流れ

１）事務局にて受電後、相談内容を確認

２）構成員に関する相談の場合、当該構成員への

聞き取り確認を行い、双方の意向にできる限り

沿った対応が行えるようにする

３）相談内容は全て、外部の専門家による

倫理向上委員会に共有し、事務局としての

対応内容や聞き取りレベルの向上に努める

４）構成員に関する苦情相談に関しては、

対応経緯と最終結果を国土交通省に報告する



3.構成員の状況

・構成員の数：５５６社

（２０２４年７月５日時点）

・構成員の受けている許可等

建設業許可（５３８社）

建築士事務所登録（４７４社）

宅地建物取引業許可

・構成員に在籍する資格者等

耐震技術認定者 建築士（一級・二級・木造）

建築施工管理技士（一級・二級） 宅地建物取引士

インテリアコーディネーター 福祉住環境コーディネーター

既存住宅状況調査技術者 リフォームエキスパート（増改築相談員）

ファイナンシャルプランナー 防災士 等

<構成員の状況>



4.構成員の業務の適性実施のための取組み

・構成員の行う住宅リフォーム事業に関し、第十二条に掲げる事項を遵守
させるための取組みについて

＜構成員登録時＞

◆導入基本研修会の受講を必須とし、構成員としての遵守事項について「誓約書」を提出
しています

＜情報共有＞

◆各種研修会にて、本制度の概要や構成員としての遵守事項をまとめた用紙を配布して、
制度について適宜確認できるようにしています

◆組合員専用ホームページで、本制度の概要および遵守事項を開設した動画が視聴で
きるようにしています

＜年次報告＞

◆毎年実施する、リフォーム請負および瑕疵保険状況調査について、回答のない構成員
は構成員から除外しています



5.構成員に関する情報の公表状況

構成員各社の状況については、
右のとおり組合ホームページで
公開しています。

リフォームポータルサイト「リ
フォーム評価ナビ」に掲載してい
る構成員については、口コミサイ
トとのリンクを貼っています



5.構成員に関する情報の公表状況

木耐協の耐震に関する資格制度で
ある「耐震技術認定者」について、

全国の耐震技術認定者が検索でき
るようになっています。

また、「耐震技術認定者」に対して、
資格取得で変わった事、耐震診断・
補強時のお客様とのエピソードなどを
インタビューして公開しています。



（参考）その他の取組み

◆木耐協主催の消費者向けオンラインセミナー（人材育成計画2番）を年に
4回開催し、「安全・安心な住まいづくり」に向けた防災・耐震の啓発活動を
行っています。

平田　直　氏
東京大学　名誉教授
（一社）防災教育普及協会　会長

今村　文彦氏
東北大学災害科学国際研究所　教授
一般社団法人防災教育普及協会　副会長

山崎　登  氏
国士舘大学　名誉教授
（一社）防災教育普及協会　理事

福和　伸夫　氏
名古屋大学減災連携研究センター　特任教授

廣井　悠　氏
東京大学　先端科学技術研究センター　教授
（一社）防災教育普及協会　理事

鍵屋　一　氏
跡見学園女子大学　教授
（一社）防災教育普及協会　理事

長尾　年恭　氏
東海大学　客員教授
一般社団法人　日本地震予知学会　会長

＜過去に講演いただいた講師（一部）＞



（参考）その他の取組み

◆自治体や企業・団体等から依頼を受け、耐震・防災に関するセミナーや
寄稿を行っています

◆内閣府が主催する「防災推進国民大会（ぼうさいこくたい）」について、
2022年（神戸）と2023年（横浜）に参加して啓発活動を行っています。
2024年の熊本大会にも参加予定です。

◆各種テレビ・新聞等の耐震関連情報取材への協力を行っています。

↑展示会でのセミナー

ぼうさいこくたい横浜 →

↑ テレビ取材対応の様子 ↓


